
 

 
 

■事前調査について 

◎調査方法 

 ○設計図書等による書面調査及び現地での目視調査を行ってください。 

 〇石綿含有建材の判断ができない場合には、分析調査をするか石綿含有とみなしてください。 

 

◎工事場所に掲示すべき事項（裏面記入例を参考） 

〇事前調査の結果（特定工事に該当するか否か及びその根拠） 

○解体工事の元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに 

法人にあっては、その代表者の氏名 

○調査を終了した年月日、調査の方法（書面調査・目視調査・分析調査） 

○解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる 

建築物等の部分における特定建築材料の種類 

 

◎その他義務 

 〇掲示板はＡ３サイズ（42.0cm×29.7cm）以上で公衆の見やすい場所に設置してください。 

○事前調査の結果は、作業開始前までに書面で元請け業者から発注者へ説明する義務があります。 

〇事前調査に関する記録は、解体等工事終了後３年間保管する義務があります。 

 ○発注者は、受注者が行う調査に要する費用を適正に負担すること等に協力しなければなりません。 

 

  詳細は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策マニュアル」  

の85～101ページを参照してください。（右のＱＲコードから確認できます。） 

   

■解体等工事に伴う届出について 

◎事前調査の結果、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が確認された場合の届出 

○大気汚染防止法の「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出 ⇒ 長野市環境保全温暖化対策課 

○労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出 ⇒ 解体工事等の現場を管轄する労働基準監督署 

 

◎その他解体等工事に伴う届出 

○アスベスト含有建材使用建築物等解体工事届出書の提出（県要領関係）  

 ○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく届出 

 

■その他注意 

◎大気汚染防止法の改正（令和２年６月５日公布）により、以下の規定が段階的に追加されます。 

 〇義務違反による直接罰の適用 

 ・除去等措置の義務違反 ⇒ ３月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金 

 ・電子システム等による事前調査結果の報告義務違反（令和４年４月１日から） ⇒  

〇必要な知識を有する者※による事前調査の実施（令和５年 10 月１日から） 

※・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者（一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建て住宅に限る） 

 ・（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者 
 

連絡先 
長野市環境部環境保全温暖化対策課 224-8034 長野市建設部建築指導課 224-5076 

建築物等に石綿(アスベスト)が使用されているかを事前に十分調査せず、石綿の飛散防止措置をとらなかったた

め、解体等工事において石綿が飛散したと推測される事例が生じています。石綿の事前調査の徹底をお願いします。 

  解体･改造･補修工事を行う際は、法令で受注者等に 

 「石綿の事前調査」及び「結果の表示」が義務づけられています 

⇒ 長野市建築指導課 

30 万円以下の罰金 



【記入例】出典：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策マニュアル（環境省） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業（届出対象）記入例 ※掲示サイズは（横 420mm 以上、縦 297mm 以上） 

〇石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業（届出非対象）記入例  ※掲示サイズは（横 420mm 以上、縦 297mm 以上） 


